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移 動  大内家掟書（近藤清石98〈28の15〉） 

The road to 中世山口 ～業務報告編～ 

《はじめに》 

「大内氏掟書」(以下、「掟書」)には、

「山口より御分国中において行程日数

事」と見出しをつけた法令が載せられてい

ます。これは、寛正2年(1461)における、

大内氏の本拠地である山口から当時の

大内氏領国(分国)までの移動日数を箇

条書きにしてまとめたものです。 

ここに記されている7国41郡は、上記の

「御分国」、つまり当時の大内氏支配圏を

意味しています。 

郡名の下には、「〇日」と日付が書かれ

ています。これは、山口⇔各国各郡の移

動にかかる日数を示しています。 

《移動日数》 

山口⇔各国各郡間の行程日数につい

ては、裏面の表に記載をまとめています。こ

れによれば、移動の最短日数は吉敷郡

(現山口市)・佐波郡(現防府市)・美祢

郡(現美祢市)・阿武郡(現萩・山口市)

の一部の1日間とされ、反対に最長日数

は肥前国神埼郡(現佐賀県神埼市・佐

賀市一部)の8日間とされます。 

防長(現山口県)内での移動に限れ

ば、おおむね7日間以内に山口までの移

動を可能とさせるインフラの整備状況で

あったことがうかがえます。 

防長を離れると、行程日数はおよそ倍

の時間がかかったようで、渡海を要する九

州方面は、最短でも3日かかりました。 

《業務報告書の提出》 

さらに、この法令には、「請文」の提出日

数も記載があります。「請文」とは、命令に

対する報告書のことです。つまり、大内氏

から業務指示を受けた各地の者たちは、こ

こに記載された日数内に報告をしなければ

ならないわけです。 

行程日数と請文の提出日数をみてみま

しょう。たとえば、熊毛郡の場合、山口間

の片道が3日、請文提出が11日とされま

す。つまり、往復で6日を要しますから、業

務指示を受けて報告をするまでの時間は

5日間であるということがわかります。 

他の地域で計算してみても、微差はあ
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裏面の表でまとめているよう

に、当時の人びとは、山口を

中心にして、国や郡をまたぐ

場合には複数日をかけて移

動しました。 

「掟書」には季節や天候の

但し書きはありません。猛暑

であっても、豪雪であっても、

人びとは定められた日数内に

歩かねばならなかったのでしょ

うか。 
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 りますが、おおむね請文の提出期限は、山口⇔各郡の往

復日数に5~6日を足して定められていたとわかります。 

《裁判の時には》 

この法令の末には、裁判における出頭の日数について

文章が載せられています。大内氏は、訴状が届いた場合

には遅参することなく参上することを求めており、山口在住

者の場合は、「五箇日中に申あきらむへし」とあって、5日

以内に弁明するようにと定められました。 

この5日以内という日数は、先ほど確認した請文提出

までの日数とも符合します。加えて、大内氏は罰則規定

も設けており、この定めた日数に背く者がいたならば、罪科

に処すとされました。 

このことから、大内氏は広域となった領国支配を滞りな

く推進していくために、厳密に日数を定めて、家臣らに業

務にあたらせたことがわかります。 

《おわりに》 

今日的な感覚では、ずいぶんと移動に時間がかかるよう

に思えます。しかし、当時は徒歩が移動手段の基本である

こと、道路の整備状況のこと、さらに夜間照明の有無のこと

など、諸々の部分で現代とは環境が異なります。 

そのため、大内氏の時代、とくに「掟書」にみえる寛正2

年段階では、山口⇔各国各郡の多くは、宿泊を要するほ

どの距離感覚であったとみることができます。 

国 山口までの日数 請文の提出日数 国 山口までの日数 請文の提出日数

大島郡 4日 15日 6日 7日（11日ｲ）

島末地域 5日 15日 5日 15日

玖珂郡 3日 13日 5日 15日

山代 4日 13日 4日 12日（13日ｲ）

3日 11日 4日 13日

2日 7日（11日ｲ） 4日 13日

1日 7日 4日 13日

1日 7日 3日 11日

2.5日 11日 7日 19日

2日 9日 6日 17日

豊西郡 2日 11日 6日 17日

宇賀 2.5日 11日 5日 15日

河棚 2.5日 11日 5日 15日

厚狭郡 2日 11日 5日 15日

津布田 2.5日 11日 5日 15日

埴生 2.5日 11日 4日 13日

豊田郡 2日 11日 3日（4日ｲ） 11日

神田 2.5日 11日 3日 11日

阿川 2.5日 11日 7日 19日

粟野 2.5日 11日 7日 19日

2日 7日 5日 15日

福田 2日 11日 6日 17日

小河 2.5日 11日 4日 13日

椿 1日 7日 石見国 7日 19日（13日ｲ）

三見 1日 7日 肥前国 8日 21日

地福 1日 7日

得佐 1日 7日

生雲 1日 7日

1日 7日

美祢郡 1日 8日

厚保 1.5日 8日

長門国

周防国

郡

熊毛郡

吉田郡

豊東郡

豊前国

怡土郡

厚東郡

宇佐郡

上毛郡

下毛郡

京都郡

大津郡

吉敷郡

佐波郡

都濃郡

阿武郡

【備考】

本表は山口県文書館蔵「大内家掟書」（近藤清石98〈28の15〉）より作

成した。（　）内のイは、資料中に示されている異本の記述を表す。

表　寛正2年における大内氏領国と山口間の行程日数

郡

嘉麻郡

鞍手郡

御牧郡

筑前国

上座郡

下座郡

三笠郡

糟屋郡

那珂郡

席田郡

仲津郡

築城郡

田河郡

規矩郡

能美島

安芸国

迩摩郡

神埼郡

東西条

日高島

呉島

蒲苅島


